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1. はじめに

 近時，地方自治を巡る議論が活発である。それ

は何よりも，「地方分権の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」，いわゆる地方分権一括法

の成立によって地方自治法に大改正が施され，そ

してそれが2000年4. 月から施行されていること

に起因している。ところで，こうした大改革が展

開されている中にあってとりわけ重要なのは，地

方自治法改正の内容そのものの検討は無論のこと，

それが適用される現場，すなわち各自治体の実態
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社会教室

及びそこに「住民」または「市民」1)として生活

する人々の状況に関するフィールドワーク的な検

証であろう。何となれば，寄本勝美も指摘するよ

うに，こうした地方自治の改革において，改革の

対象としている現場での実情や人間性の問題を抜

きにして，現場からほど遠い高座に居座る官僚が

もっぱら単純なコスト計算をふりかざして合理化

等を唱えても，真の行政改革や地方自治の発展に

つながることはないと考えるからである2)。それ

をやや学問的に言い換えれば，制度論で足踏みを

する法律学的検討から，機能論へと一歩足を踏み

出す政治学的，行政学的，地方自治論的な地域分

析が必須である，ということになろう。

 それゆえ，本稿は，地方自治の実態を把握すべ

く，法律及び法制度の「制度論的」議論ではなく，

後者の「機能論的」分析の視点から，地方自治体

の現状を検討し，そこから今後の地方自治改革に

伴う議論に稗益する材料を提供することに目的を

定める。そのさい，本稿ではとりわけ「市民参加」

を切り口にし，さらにその検証対象を埼玉県南西

部に位置する所沢市に定めて議論を進めたい。な

ぜ「市民参加」に焦点を絞るかといえば，後述の

ように，それが地方分権の推進と実にコインの裏

表のごとく相即不離的な関係にあるものとして，

今後の地方自治改革において重要な役割を果たす

ものと考えるからであり，またケース・スダディ

として所沢市に焦点を当てるのも，1990年代後半

に大きく取り沙汰されたダイオキシン問題を契機

に，所沢市が審議会や市民会議などの設置を通じ

て「市民参加」を積極的に推し進め，いわば''現

在進行形''に近い「市民参加」の事例を我々に供
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してくれていると考えるからである。

 無論，そのことは，今回の所沢市の「市民参加」

の制度化を(それ自体としてはそれなりに評価す

るものの)全面的に礼賛することを意味しない。

むしろ，この所沢市におけるダイオキシン問題を

巡っての「市民参加」という事例の検証を通じて，

「市民参加」という一見容易そうな問題に内在す

る様々な難点・緊張，メリット・デメリットを示

し，「市民参加」に関する今後の行政のあるべき姿

を描くことが本稿の目的である。

 なお，こうした「市民参加」を巡っては，その

参加の機会を提供する市行政・執政部，そしてそ

れを承認する市議会，さらにそこへ参加する後述

のような様々な行政協力型市民団体または「抵抗

型」市民団体等，実に多くのアクターが複雑に絡

んでくるため，以下においては「市民参加」だけ

ではなく，市政，市議会，市民団体に関してもや

や深く掘り下げて検討し，それを通じて所沢市の

ダイオキシン問題における「市民参加」の実態を

明らかにしてゆきたい。

2. 「市民参加」と市民運動

(1)「市民参加」

 検討をはじめるに当たって，まず「市民参加」

の概念を明らかにしておく必要があろう。周知の

ごとく，日本国憲法は，「地方公共団体の組織及び

運営に関する事項は，地方自治の本旨に基いて，

法律でこれを定める」(憲法九二条)と定める。こ

の場合，「地方自治の本旨」とは，一般に「住民自

治」と「団体自治」の二つを意味し，「住民自治」

とは，地方に関する行政を地方住民自らの責任と

負担において処理すること，つまり民主主義的な

要素，また「団体自治」とは，地方に関する行政

を国から独立した団体である地方公共団体に委譲

すること，つまり自由主義的・地方分権的要素を

それぞれ意味する。そしてこの「住民自治」と「団

体自治」をさらに「目的」と「道具」という側面

で分類し，それらに相当する自治の種々の側面を

当てはめると，【図1】のように示される。すなわ

ち，条例制定権，「民主主義の学校」，住民投票，

参加型地方自治，地域の自律性の4つこそが自治

の内実といえる。このうち，1に位置する条例制

定権が戦後地方制度の主流を形成してきたものと

すれば，3に位置する参加型地方自治こそ，本稿

で焦点を当てる「市民参加」である3)。

 それでは「市民参加」とは具体的にはどういう

ものであろうか。それは，日本における間接民主

制・代表民主制と深いつながりをもつ。現代の日

本における間接民主制の下では，地域社会におけ

る市民の日常生活にかかる公害，医療，環境整備，

都市計画など広範な領域での問題が十分に解決さ

れず，既存の議会制度や行政機構だけでは対応し

えない状況が生じている。そこから，こうした代

表民主制を補完するものとして直接民主制のシス

テムの形成が叫ばれ，その一つとして挙げられる

のが「市民参加」である。現在，とりわけ地方自

治体において多くこの「市民参加」というシステ

ムが導入されているが，その場合，「市民参加」と

は，制度的には，従来からの直接請求権の行使，

公聴会，各種委員会，審議会などへの参画のみで

なく，広く市民の意見を政策の形成・決定の過程

へ直接反映させることによって対応しようとする

ものと一般的には定義される4)。それゆえ，「市民

参加」には，対話集会，市民集会，市政懇談会，

市民シンポジウム，市民委員会，なども含まれる。

そして現在，国や自治体が正統な手続きを経て政

策決定をした場合でも，その決定と利害関係をも

つ地域市民の同意や支持が得られなければ，政策

の遂行，実現はまず困難という状況にある5)。

(2)「市民参加」と市民運動

 他方，「市民参加」は，通常考えられる市民運動

とは決定的に異なる。佐藤竺によれば，政策や計

画などの決定過程に市民が実質的に何らかの影響

力を持って参加でき，参加の度合いによって首長

を頂点とする執行部と決定に対する責任を分かち

合う 「市民参加」が，基本的に行政が仕組みを準

備するものであるのとは対照的に6)，市民運動は

行政と何らかのかかわりを持つことはあるものの

市民によって自主的に起こされた行動である7)。

つまり，市民運動が，地方自治体の確定された政

策や計画への反応表示であるのに対し，「市民参

加」は文字通りそれらの決定過程への参画を意味

しており8)，後者が行政側によって供されるもの

とすれば，前者は市民自らが実践するものである。

 ところで，市民運動は，秋元二津郎も指摘するよ

うに，その形成の過程で，「抵抗」という契機をつ

よくもっていることに加え，またその運動そのも

のが，形骸化した従来の参加制度に対する反発か

らうみだされたという経緯から，まさしく「抵抗」

する運動である9)。そしてそうした運動を展開す

る市民団体も，「抵抗」を契機に組織されたもので

あるがゆえに当然「抵抗型」の団体となってくる。

この場合，環境問題に取り組む場合が多い「抵抗
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【図1】 自治の4つの側面
 団体(地方政府)の自治

目

勺白

道

具

住民(市民)の自治

1条例制定権(戦後地方制度の主流)

2 「民主主義の学校」

3住民投票，参加型地方自治

4地域の自律性

出所:秋. 月謙吾『社会科学の理論とモデル9一行政・地方自治』(東京大学出版会，2001年)79頁。

型」の市民団体とは，いわゆる圧力団体とは違っ

て，職能利益ではなしに地域利益を基盤としてお

り，また圧力団体のように，集団利益の増進まで

要求しているのではなしに，既存の良好な自然・

生活環境を保全しようとするものである。この場

合，いずれも特定の集団利益を代表していること

に変わりはなく，したがって，農協とか医師会の

主張がつねにそのまま公共の利益に合致している

とはかぎらないのと全く同様に，市民運動の主張

は常に全面的に正しいなどという保証はどこにも

ない。しかし，今日では，圧力団体が参加するこ

との意義を全面的に否認しようとする人は少なく，

その参加は議会のもつ代表制の欠陥を補完する意

義を認められているように，「抵抗型」の市民運動

も，通常の政治過程に正当に代表されていない特

定地域住民の利益を代表するものと見られる。ま

た，現代の公共公益施設はかってなく大規模にな

り，その外部不経済も大きくなってきているため，

公共の利益のために建設される施設がその周辺地

域住民に不当に多大の被害を与えることも稀では

なくなってきており，その意味で「抵抗型」の市

民運動はこの種の公共事業の独善性を抑制し，全

体の利益と部分の利益，多数者の利益と少数者の

利益の間の適正な調和について再考を促すという

建設的な役割を果たしていると考えられる10)。

 さらに，この「抵抗型」の市民団体は，圧力団

体とはまた別に，通常言われる市民団体とも一線

を画す。高寄昇三は，市民団体を「地域住民団体」

と「NPO・ボランティア団体」とに分け，その特

徴を【表1】のように分析しているll)。「地域住

民団体」とは，要するに自治会，老人クラブなど

であり，一般に地方公共団体サイドが相対的によ

り大事と捉えがちな行政協力型の団体である。他

方，「NPO・ボランティア団体」，言い換えれば，

通常言われる市民(運動)団体は，地域社会が健

全な発達を遂げるうえにおいて不可欠な存在では

あるものの前出の行政協力的な地域住民組織とは

大きく異なる。すなわち，その種の市民団体は，

行政への対抗論理を行動原理として帯び，地域社

会における‘共'の分野を担当し，地域住民組織

のように‘公'の分野を，行政と一緒に分担する

のものではないのである12)。
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【表1】地域住民団体とNPO・ボランティア団体

区分 地域住民組織 NPO・ボランティア
組織目的 地域生活の共同ニーズ管理 地域社会の社会システム向上
組織原理 互助協力による義務的参加 共助協働による自発的参加

経済基盤 会費・行政補助金・委託費 基金・寄付・事業収益金

行政関係 下請・協力・補完関係 パートナーシップ関係

活動内容 地域管理・委任・親睦事業 社会貢献・自主・交流事業

構成員 地域リーダー・地域住民 専門的スタッフ・一般市民

出所:高寄昇三『地方自治の行政学』(勤草書房，1998年)！86頁。

 かくして，環境問題などを扱う，いわゆる市民

運動団体とは，「抵抗型」でありかつ「NPO・ボ

ランティア」型の市民団体であることになる。そ

してやや先回りして，本稿で検討する所沢市の「市

民参加」において重要な役割を果たす市民団体を

以上のような団体及び運動の形態に当てはめると

すれば，それはダイオキシンによる大気汚染，土

壌汚染といった環境問題に多大な関心を払い，市

政，県政，そして国政を対象にして種々の抵抗活

動を繰り広げる「抵抗型」「NPO・ボランティア

型」の市民団体として位置づけられよう13)。

 以上のような「市民参加」の地方自治上の位置

づけ及びその内容，そして「市民参加」と市民運

動との相違に関する理論的な整理，さらに所沢市

ダイオキシン問題を巡っての市民運動の位置づけ

を踏まえた上で，以下，所沢ダイオキシン問題を

巡る「市民参加」を詳しく検討していくことにし

よう。なお，そのさいには，議会によって設置さ

れた「審議会」と，行政，それも執政部にある所

沢市長自らが音頭を取って設置した「市民会議」

の2つに側面を当てて，現在進行形とも言える問

題に対処する自治体の「市民参加」のあり様を集

中的に検討したい。

3. 所沢市ダイオキシン問題における
   「市民参加」(1)一背景一

(1)データ隠し

 所沢市及びその周辺地域がダイオキシン問題で

注目を浴びるようになったのは1990年代半ば前

後の頃からであった。その後，活発な「調査型」

市民運動などがこの地域を中心に展開され14)，

その結果市民運動団体の要求に引っ張られる形で

市議会が動き，1997年3月26日に「ダイオキシ

ンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すため

の条例」(以下「ダイオキシン条例」)が制定され
た15)。

 しかし，市の動きはこれで終わらなかった。当

時所沢市はその行政的な無策ぶりから各方面から

多くの非難を浴びており，市長も事態の打開に腐

心をしていた。そんな折，さらに市政に対する巷

間の不信感を増幅させる事態が生じた。1997年9

月5日の『毎日新聞』の朝刊が，「埼玉県と所沢

市，データを隠す一焼却施設で高濃度のダイオキ

シン検出一」という見出しで，所沢市のデータ隠

しを大々的に報じたのである。このスクープ記事

によると，所沢市のごみ焼却施設の排ガスから1

m3当たり最高12000ng(ナノは10億分の1)と，

暫定基準値の150倍にあたる高濃度のダイオキシ

ンを検出していたにもかかわらず，埼玉県環境生

活部と一緒になって市がデータ隠しを行っていた。

埼玉県では，厚生省が1996年に行った全国調査に

先立ち，1995年までに各市町村やごみ処理を行う

事務組合などが独自にダイオキシン濃度などを測

定して県に報告していたが，この報告を公開する

よう毎日新聞社が1997年5月に，県の情報公開条

例に基づいて請求したところ，所沢市の東部，西

部両清掃事業所分は入っておらず，埼玉県が事前

に報告を同市に返していたことが判明するに至っ

た。さらに，記事は，公開請求を受けて県廃棄物

対策課が各団体に意向を確認した際，所沢市は数

値が高いことから幹部が直接，県幹部に電話で「公

開されては困る」と伝え，後日，市が調査報告書

を持ち帰り，県も同市からの報告をなかったこと

にしたと報じている。市はこうした記事に関して，

当初はそうした事実はもちろんのこと，ダイオキ

シンの検出は1996年以降しかないとして検査そ

のものを認めなかった。しかし，この報道直後，
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市議会は一転して事実関係を認め，翌日，埼玉県

も同じくこうしたデータ隠しを認めるに至った。

斎藤博市長は「私の不徳のいたすところ。大変申

し訳ない」と深く陳謝したが，市長及び所沢市の

姿勢には批判が集中した16)。

 (2)市長の対応

 こうした事態に，斎藤市長は以下のような文章

を『広報ところざわ』に掲載した。

  「過日のダイオキシン類濃度測定調査結果未公

開など一連の問題に関しまして，市民の皆様に失

意の念を与え，信頼を損なう結果となりましたこ

とを心からおわび申し上げます。このうえは，事

の重大性を真摯に受け留め，二度とこのようなこ

とのないよう全力を傾注し，一日も早い問題の解

決と信頼の回復に向け，職員と共に一丸となって

努力してまいる所存でございます。市民の皆様に

今回の一連の問題に関しまして，お伝えすること

が急務であると考え，去る9，月30日には，市民説

明会を緊急に開催いたしたところでございます。

ご参加いただいた方々から貴重なご意見を賜り，

私どもに与えられた責任の重さを痛感したしてお

ります。先の9，月定例市議会におきまして，各種

調査を実施するための費用として約1億6000万

円の補正予算を可決いただきましたので，本特集

号では，その内容と今後の取り組みにつきまして

ご報告申し上げます。また，各種調査の結果や事

業の進捗状況なども情報公開の理念に基づき，あ

らゆる機会を通して速やかに公開してまいります。

さらにダイオキシン類対策に係る組織体制を総合

的に整備し，積極的な業務の遂行に努めてまいり

ます。ダイオキシン類問題を含め環境やごみに関

する問題は，行政と事業者そして市民の皆様がお

互いに信頼し合い，協力しなければ，解決し得な

い課題であると認識いたしております。皆様と共

に安心して暮らせるまちづくりを進めてまいりま

すので，より一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。」17)

 しかし，こうしたデータ隠しに憤激した市民は，

この後(それは市によるダイオキシン対策が進め

られ，「市民参加」も制度化された段階においてで

はあったが)，さらに市長を告訴するという挙に出

た。1998年5，月27日の『読売新聞』によれば，

ダイオキシン汚染との因果関係が指摘されている

子宮内膜症などの健康被害をうけ，それは一般廃

棄物焼却施設でダイオキシン類の排出を続けた市

長の責任だとして，埼玉県所沢市の主婦であり市

民団体「複合汚染被害者の会」の代表中村勢津子

ら3人が，1998年5. 月26日に「人の健康に係る

公害犯罪の処罰の関する法律」(公害罪法)違反で

斉藤博所沢市長を浦和地検の告発したのである。

告発状などでは，斉藤市長は1994年以降，ダイ

オキシン類が人の健康を害する危険な物質である

ことを知っておきながら，またそれが市営の一般

廃棄物焼却施設である東部清掃事業所と西部清掃

事業所で排出されていることをデータとして認識

しておきながら(そしてそれを公表せず隠したま

まで)何らの対策を講じず，周辺住民の生命また

は身体に危険と健康被害を生じさせた，としてい
る18)。

 このように，1997年から1998年にかけて，斎

藤博所沢市長を取り巻く環境はますます悪化の一

途を辿った。1997年から市長がダイオキシン問題

と本格的に向き合い，その問題を巡る「市民参加」

の制度化を積極的に推進した背景には，こうした

市長のぎりぎりの状況があったのである。

4. 所沢市ダイオキシン問題における
  「市民参加」(2)一「審議会」一

 (1)審議会設置

 こうした状況の中，本格的にダイオキシン対策

に乗り出した斎藤博所沢市長は，まず市議会にお

いて，「ダイオキシン条例」の第6条に基づき，「所

沢市ダイオキシン類等規制計画策定審議会条例」

を議題とし，ダイオキシン問題を巡る新たな審議

会を提唱した。このとき，斎藤博所沢市長は，こ

の「所沢市ダイオキシン類等規制計画策定審議会

条例」を「ダイオキシン等規制計画の策定に関し，

必要な調査及び審議を行うため，新たに制定しよ

うとするもの」と位置づけ19)，また中澤環境部

長心得もこの条例案に関して次のように説明して

いる。

 「所沢市ダイオキシン類等規制計画策定審議会

条例の制定につきまして，御説明いたします。本

条例は，平成9年3，月議会において制定されまし

た，ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気

を取り戻すための条例第6条第3項の規定に基づ

き審議会を設置し，ダイオキシン類等規制計画の

策定に関しまして必要な調査及び審議を行うため，

条例制定を行うものでございます。条例の内容に

つきましては，ただ今申し上げました目的と設置

を，第1条と第2条で定めております。また，組

織といたしましては，第3条で委員の数を15人
以内として構成するものでございます。また，委
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員の任期につきましては，第5条で「委嘱の日か

ら規制計画の策定に関し必要な調査及び審議が終

了する日まで」と規定しております。また，審議

会の庶務につきましては，環境部環:境指導課が所

管するものでございます。」20)

 かくして，「所沢市ダイオキシン類等規制計画策

定審議会」は1997年6. 月12日に制定され，新た

な「市民参加」が所沢市で制度化されることにな

った。

 ところで，この審議会の構成メンバーであるが，

「ダイオキシン条例」を策定した「環境対策特別

委員会」(1996年設置)の席上，三上所沢市環境

指導課長が「所沢市ダイオキシン類等規制計画策

定審議会条例が6H定例会で可決となり，現在委

員へのお願いと，7月20日号広報にて市民の公

募をお知らせしたところです」と発言しているよ

うに，所沢市の広報である『広報ところざわ』に

おいてそのメンバーを(すべてではないが)公募

することになった21)。やがて，同年9月4日，

当審議会は第1回目の会合をもつことになり，そ

の構成メンバーは12，月の定例会の「環境対策特

別委員会」の中間報告の中で，三上環境指導課長

の言葉として紹介された。

 「9月4日に，知識経験者6名，関係機関の代

表3名，事業者の代表2名，市民の代表4名の合

計15名の委員構成で，第1回の所沢市ダイオキ

シン類等規制計画策定審議会を開催いたしました。

市長からダイオキシン謡言規制計画策定について

の諮問を行ったところです。また，第1回目とい

うことで正副会長の選出を行い，会長に埼玉大学

大学院理工学研究科教授，坂本和彦先生，副会長

に所沢市医師会長，鈴木豊先生を選出いたしまし
た。」22)

 かくして，この審議会には4名の一般市民から

の代表が加わることになり，所沢市のダイオキシ

ン問題を巡る「市民参加」はより本格的なものに

なっていった。また，こうした「市民参加」の制

度化による一般市民の市政への参加に対しては，

斎藤博所沢市長も歓迎の意を表していた。同じ第

4回定例会において，山田幸代議員の質問への答

弁の中で，斎藤市長は「市民参加」に関して意欲

的に次のように述べている。

 「環境行政を推進する場合には地域と密着した

ものでなければなりませんので，当然市民ニーズ

を吸い上げ，最強のコンセンサスを得て進めてい

くことが重要であるということを再認識いたした

ところでございます。(中略)市民参加とアイデア

募集についての御質問でございまずけれども，現

在当市といたしましても，市民参加につきまして

はいろいろな方法を用いて市民の皆様方の意見を

聴取をいたしておりますし，積極的に取り入れて

いるところでございまずけれども，今後も市民参

加という観点から，アイデア募集について検討し

ながら進めてまいりたいと考えております。」23)

 さらに，山田幸代議員の市職員を巡る発言，す

なわち，「所沢市の職員の中にもすばらしい考えを

持っている人，勉強している人がたくさん」おり，

「積極的な職員，失敗を恐れず発言，行動する職

員の評価をしていくことによって，いい提案，ア

イデアも生まれてくる」が，「その姿勢」は「市長

の姿勢にかかっている」という発言を受けて，斎

藤市長は次のようにも述べている。

  「また，職員についての御質問もございました

けれども，あらゆる機会を通じまして，何事にも

前向きに取り組む姿勢と，常に広い視野と素直な

感性を持ち1英知と創意工夫を仕事の上に反映を

させていただきますよう，職員の皆様方にはお願

いをいたしているところでございます。いずれに

いたしましても，職員一人一人がそれぞれの役割

が十分果たしてもらえるような環境づくりに努め

てまいりたいと思います。」24)

 こうして，斎藤市長は「市民参部門を今後も積

極的かつ継続的に維持しつつ，市職員の意識向

上・改善のためにも尽力することを明言し，市民

と行政が一体となった市政の実施を約束するので
ある。

 ところで，ダイオキシン問題に積極的に取り組

もうとする行政のスタンスは，市議会，さらに前

述の山田幸代議員の指摘のように市の職員の中に

も広がっていた。まず，市議会では，ダイオキシ

ン類の削減に向け，その緊急課題に対処するため

に，新たに「ダイオキシン対策特別委員会」が1998

年(平成10年)6月19日に設置された。さらに，

市の職員間では地方分権研究チV一一一・ムが組織され，

その中では所沢市のダイオキシン問題も検討され

た。1998年3月に出されたその研究報告書，『地

方分権研究チーム研究報告書一きらめく個性，大

いなる自立，地方分権！所沢市の地方分権が始ま

る一』の中では，ダイオキシン対策に関して以下

のように結論付けられている。

 「国の責任で廃棄物の適正処理と施設の円滑な

運営を確立するために抜本的な制度改革が必要で

あることは言うまでもないが，現実の問題として

市民の生活環境が著しく悪化している状況では，
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国，県の責務を強調するよりも先に市町村がまず

市民の健康と安全を守るために，独自の条例を制

定し，事業者への強力な指導を行うことが必要で

ある。このようにして本市のダイオキシン条例を

制定されたのである。本市にとっては，もはや産

業廃棄物対策は国や県の指導待ちの状況ではない。

一日も早く問題の解決に向けて取り組んでいかな

るてはならないのである。それは地方自治体がそ

こに日々暮らしている市民の生活を守り抜くこと，

その責任と信頼が今最も問われているということ
である。」25)

 こうした市の職員の奮起や市議会の動きからも，

市長の「市民参加」への積極的なスタンスに見ら

れた，所沢市ダイオキシン問題解決への行政側の

意欲を汲み取ることが出来るであろう。

(2)審議会と新「ダイオキシン条例」

 さて，審議会は，第1回の会合から約8ヶ月後，

その部会の報告書を取りまとめて市に報告した。

その内容は，規制計画の基本的な考え方に関して，

産業廃棄物については，「産業廃棄物焼却施設から

環境中に排出されるダイオキシン類を早期に削減

するために，事業者及び市民の協力を得て，同施

設における効果的なダイオキシン類濃度の規制及

び施設集中地域におけるダイオキシン類排出の抑

制措置を講ずるべきである」というものであった。

これに対し，議員からは「これでは市民の不安は

解消されない」との批判が出たが，結局1998年

(平成10年)8月に出される最終答申を待つこと

になった。

 ところで，この審議会の最終答申は極めて重要

な意味をもっていた。何となれば，この答申こそ，

1997年制定の「ダイオキシン条例」よりも厳密か

つ新しい「ダイオキシン条例」のベースとなるも

のであったからである。しかし，これは当然とい

えば当然の成り行きであった。というのは，1997

年に制定された「ダイオキシン条例」は，法との

関係，警察との関係，行政手続上の問題など十分

調査研究が必要とのことで規制値や罰則などを盛

り込まない，いわば「理念的」な条例であったか

らである26)。それゆえ，審議会部会の報告書が

出されたすぐ後の定例会にて，豊田所沢市助役は

市議会での審議会の進捗状況を問われたさいの答

弁の中で，今後の展望を次のように述べている。

 「続きまして，所沢市ダイオキシン二等規制計

画策定審議会の進捗状況についてでございますが，

現在，部会におきます審議が終了いたしまして，

審議会におけるたたき台といたしまして，坂本審

議会長へ報告書が提出されている状況にございま

す。今後，審議会における議論を経まして，8. 月

までには答申をいただきたいと考えておるところ

でございます。また，答申後の市の対応につきま

しては，答申の内容を検討いたしまして，規制計

画を決定した後，罰則措置等を伴う条例制定など

を視野に入れまして，規制計画の早期実現に向け

まして，その具体化を図ってまいりたいと，この

ように考えております。」27＞

 かくして，市は，一般市民の代表を含む審議会

の意向を十分尊重したうえでの新たな「ダイオキ

シン条例」，すなわち理念的な領域に留まらずに具

体的な規制値，罰則規定を含んだ新たな条例の制

定に向けて動き出していく。

 1998年(平成10年)，8月31日，全国初の「ダ

イオキシン条例」の第6条第3項に基づいて設置

された「所沢市ダイオキシン類等規制計画策定審

議会」は，市長に規制計画の策定についての答申

を提出した。その答申の特徴を簡単に言えば，焼

却炉から排出されるダイオキシン類の濃度を，国

の基準値を2年前倒しして，80ngを40ngにする

新たな基準値を設けたことであり，また未規制小

型焼却炉のばいじん排出基準を設定したことなど

が挙げられる。

 審議会の答申を受けて，議会でもこれに関する

質問が多くなされた。答申が出た直後の9月の定

例会では，当麻実議員によって「この答申を市長

はどう受けとめているのか」，また「この答申を受

けて，今後どのような規制計画を策定していくの

か」，「条例化のめどは，また，その条例はいつに

なるのか」，「その際，規制計画を実効あるものに

するためには，例えば，罰則規定など」をどうす

るのか，「条例化に向けての具体的な考えは何か」

といった質問がなされた。これに対し，斎藤博所

沢市長は以下のように答弁している。

 「去る8A 31日に御答申をいただきましたダ

イオキシン類等規制計画につきましては，答申内

容を十分に尊重をするとの基本姿勢に立ちまして，

当市における規制計画を早急に決定をいたします

とともに，答申において，ダイオキシン類排出に

関わる具体的な基準をお示しをいただいたものに

つきましては，その実施に向けまして，今年度中

の条例化を図るべく，積極的に検討して対処して

まいりたいと思います。この場合，議員の御質問

の中にもございましたけれども，条例化された基

準図を実効性あるものにすべく，罰則措置等も含

めた検討を行っていきたいと思います。なお，答
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申におきましては，具体的な規制以外に，ダイオ

キシン類削減における種々の施策につきましても，

御提案をいただいておりますので，これらにつき

ましては総合的な対策として，具体化に向け検討

してまいりたいと思います。」28)

 かくして，市長は平成10年度内に，審議会の

決定を尊重しながら，罰則規定を含めた新たなダ

イオキシンの制定を明言する。そしてこの発言ど

おり，その後，新たな条例制定に向けての作業は

着々と進展してゆき，同年12月の定例会では，

安田敏男議員による規制計画と実施計画，条例と

新条例の方針及び産廃焼却事業者に関する質問に

対する答弁の中で，中澤所沢市環境部長は以下の

ように答弁している。

 「まず，1点目の規制計画の答申内容について

の御質問でございますが，去る8，月31日にいた

だきました答申書につきましては，同日市議会に

送付し，その内容については御書解いただいてい

るところでございます。また，狭山市と比較して

どこがすぐれているのかとの御質問でございます

が，本市並びに狭山市におきましても，市民，事

業者及び学識経験者より構成された審議会等によ

り，多くの議論を経て提出されたものであり，そ

れぞれ，その市にふさわしいものとして示されて

いると認識しております。2窪目の条例化に向け

てのスケジュールでございますが，本年9月議会

におきましても答弁いたしましたとおり，本年度

中の制定を目指し，来年3月議会に御提案できま

すよう作業を進めております。また，条例化の作

業が遅いのではないかという御指摘でございます

が，「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気

を取り戻すための条例」により，審議会の設置が

義務づけられていることや，昨日いただいたダイ

オキシン対策特別委員会の御提言も含め，十分に

検討するということになりますと，条例化に向け

た作業を急いで行ったとしても，今年度中という

ことになりますので，御理解をいただきたいと思

います。3点目の罰則についての御質問でござい

ますが，現在までのところ罰則を含め検討を行っ

ております。また，罰則の適用につきましては，

浦和地方検察庁との協議も踏まえ，適切な運用に

努めてまいりたいと考えております。4点目の測

定費の補助についての御質問でございますが，現

在のところ事業者よりそのような要望は聞いてい

ないところでございます。しかしながら，所沢市

ダイオキシン類等規制計画策定審議会により，事

業者による自主測定回数の増加による，より詳細

な排出データの把握及び事業者負担の軽減のため，

助成措置を行うべきであるとの答申をいただいて

おりますので，市といたしましては，これら測定

費補助につきましても今後検討を進めてまいりた

いと考えております。5点目の市議会よりの提言

についての御質問でございます。昨日ダイオキシ

ン対策特別委員会で十分な調査，御議論を重ねた

結果として，議会より御提言をいただきました内

容につきましては，現在ダイオキシン類の提言を

総合的に進めるため，作成中でありますダイオキ

シン類削減総合対策におきまして，条例として整

備すべきことが望ましいと判断された内容につき

ましては，「ダイオキシンを少なくし所沢にきれい

な空気を取り戻すための条例」の一部改正並びに

新条例に盛り込んでまいりたいと考えておりま
す。」29)

 さらに，中澤環境部長は，同年同月の「建設水

道常任委員会」においても，ダイオキシン問題に

関連して，「市民をたらい回しにしないよう窓口を

設け，それぞれの所管に取り次ぐこと，各所管の

業務を取りまとめているのが実情ですが，それら

を一本化するため「所沢市ダイオキシン類削減総

合対策基本方針」を作成し，総合的に実施してい

きたい」と述べ，積極的なダイオキシン対策を講

ずることを確言している30)。

 かくして，所沢市は，ダイオキシン問題に関し

て「市民参加」の制度化としての審議会を設置し，

そこに市民の代表を参加させ，その審議会の答申

をベースにして新たな「ダイオキシン条例」を制

定することになった。これらは，斎藤博所沢市長

が中心となってのダイオキシン問題に取り組む市

の積極的なスタンスの一つの結実といっていいも

のであった。それゆえ，ここ時点までの流れを振

り返ると，この審議会を通じての「市民参加」は，

市民・市政・市議会を有機的に結び付け，''協働''

としての地方自治の理念に一歩近づくものであっ

たといえよう。しかしながら，市民・市政・市議

会のそうした''蜜月''の状態は長くは続かなかっ

た。この後，審議会では，一般市民の意向(後述

のように，これは「抵抗型」市民団体の意向)が

却下され，審議会内部は分裂し，その亀裂は「ダ

イオキシン対策特別委員会」での修正案の提示，

さらには市議会での新「ダイオキシン条例」の原

案に対する修正動議の提出という事態に発展して

いった。そしてその後，所沢市ダイオキシン問題

における「市民参加」の，審議会とは別の制度化

であった「ダイオキシン汚染から環境と健康を守
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る所沢市民会議」からの「抵抗型」市民団体の大

量一斉脱会，そしてその後の「市民会議」の解散

へと事態は推移し，行政と市民の''協働''は一転

して''分裂''へと変化してゆくことになったので

ある。(未完)
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